
広報たかはし４月・別冊 〈２〉

問い合わせ改 定 後改 定 前区　　　分

スポーツ振興課
施設係 
（��０４２５）

野球場　一般：４,０００円野球場　一般･大学生：１,５００円
なりわ運動公園
〔午後１時～午後５時〕

体　

育　

施　

設

多目的グラウンド
一般：２,８００円/全面利用

多目的グラウンド
一般･大学生：１,２００円/全面利用

全道場
一般：１,０００円/１時間

全道場　１,０００円/１時間 
（成羽町民は無料）

成羽武道館

小学生：４０円、大人：９０円
※平成２０年４月１日施行

無料成羽市民プール

小学生：４０円、大人：９０円
※平成２０年４月１日施行

無料（入場料の徴収、営利を伴
う場合以外を除く）

坂本市民プール

コート使用料
一般：１,２００円/１面

コート使用料
無料（夜間は ６００円/１時間）

川上テニスコート
〔午後１時～午後５時〕

社会教育課
（��２５２５）

大ホール基本使用料
９,０００円/平日

大ホール使用料
無料（商行為等を除く）

成羽文化センター
〔午後６時～午後１０時〕

文　
　

化　
　

施　
　

設

文化交流館
（��０１８０）

市外居住加算料
基本料金の１００％加算

市外居住加算料
基本料金の３０％加算

文化交流館

総合文化会館
（��１０４０）

市外居住加算料
基本料金の１００％加算

市外居住加算料
基本料金の３０％加算

総合文化会館

社会教育課
（��２５２５）

交流室･研修室兼食堂（１泊）
一　　　般　１,５００円/１人
高校生以下　１,０００円/１人

交流室（１泊）
市内利用者：１,０００円/１人

青少年研修センター　

教育委員会
川上分室
（��２２０３）

多目的ホール基本使用料
１５,０００円/平日

多目的ホール基本使用料
１０,０００円/平日

川上総合学習センター
〔午後６時～午後１０時〕

教育委員会
有漢分室
（��２０１３）

宿泊研修（１泊）　 一般：１,５００円/１人
※経過措置（Ｈ１９）　 一般：１,２５０円/１人

宿泊研修（１泊）
大人：１,０００円/１人

有漢社会教育センター

多目的ホール基本使用料
９,０００円/平日

多目的ホール基本使用料
１２,０００円/平日

有漢生涯学習センター
〔午後６時～午後１０時〕

スポーツ振興課
施設係
（��０４２５）

集会室　１,２００円/平日集会室　８００円/平日
勤労青少年ホーム
〔午後６時～午後９時〕

川上地域局
産業建設課
（��２２０１）

大　人：８００円、中学生：６００円、
小学生：４００円
※平成１９年４月１日施行

大　人：５００円、中学生：４００円、
小学生：２５０円

磐窟谷公園（鍾乳洞）

そ

の

他

施

設

弥高山公園
管理事務所
（��２８３０）

休憩（３時間）　　 ５００円/１人
宿泊（１泊） 一般：１,８００円/１人

休憩（３時間）　　 ４００円/１人
宿泊（１泊） 一般：１,６００円/１人

弥高山公園（山の家）

休憩（３時間）　　 １,５００円/１人　
宿泊（１泊）大人：４,０００円/１人

休憩（３時間）　　 １,０００円/１人　
宿泊（１泊）大人：３,０００円/１人

農村型リゾート「川上
やすらぎの里生活体験
施設」

教育総務課
管理係
（��９０８０）

電気料　１５０～３５０円/１時間
※各施設の消費電力量により異なる

―
各小・中学校
屋内運動場

◆施設使用料の改定(平成19年6月1日施行)
※下記の表記は主なもので、詳細については担当課にお尋ねください。

問い合わせ改定後改定前区　分

社会福祉課
児童福祉係 
（��０２６４）

月額　３,６００円／１人 
８月　８,０００円／１人 
※経過措置
（Ｈ１９）月額　２,０００円／１人 
　　　８月　４,０００円／１人 
（Ｈ２０）月額　３,０００円／１人 
　　　８月　６,０００円／１人

月額　１,０００円/１人学童保育料

◆負担金の改定(平成19年4月1日施行)



広報たかはし４月・別冊〈３〉

問い合わせ
改　定　後改　定　前

補助事業
補助金等の額･率交付対象等補助金等の額･率交付対象等

市民課
市民係
（��０２５４）

限度額１万２,０００円
（その他は変更なし）

変更なし

防犯灯１基につき、設置
工事費の２分の１の額
（限度額１万５,０００円）
※当該額に１,０００円未満
の端数を生じたときは
切り捨て

町内会が設置し維持
管理する防犯灯

防犯灯の設置費
補助金

1組につき2万円変更なし１組につき５万円
婚姻し、市内に定住
する人

結婚祝金

第１子および第２子
１子につき２万円
第３子以降１子につき
３万円

変更なし１子につき２万円
市内に住所を有し、
出産した人（世帯）

出産祝金

下水道課
管理係
（��７０６０）

補助限度額
� ５人槽
　 ３９万２,０００円
� ６人槽および７人槽
　 ５１万３,０００円
� ８人槽から１０人槽まで
　 ７３万３,０００円

変更なし

補助限度額
� ５人槽
　 ４３万８,０００千円　
� ６人槽および７人槽
　 ５７万６,０００千円
� ８人槽から１０人槽まで
　 ８４万６,０００円

補助対象地域内にお
いて、専用住宅に浄
化槽を設置する人

浄化槽設置整備
事業補助金

高齢福祉課
高齢者係
（��０２６５）

補助基準額１５万円
（その他は変更なし）

変更なし

補助基準額３０万円と対
象経費を比べて少ない
方の額
（砂については１個所当
たり６�以内で、その購
入経費）

おおむね１００戸以上
の地区で、老人クラ
ブが使用するゲート
ボール場施設内の休
憩所、便所、いす、
および面補修に必要
な砂等の整備

老人ゲートボー
ル場休憩所等整
備事業補助金

２０万７,０００円以内変更なし定額２０万７,０００円各地域老人クラブ
老人クラブ活動
補助金

片道バス料金に１２
を乗じた額
（最低助成額の撤廃）

変更なし

片道バス料金に１２を乗
じた額で、その額が
４,０００円未満の場合は
４,０００円

高梁地域の高齢者が
市内を運行する路線
バス・タクシーを利
用する場合の料金の
一部を助成

高梁地域健康い
きいき外出支援
事業

１,４００円/１人
（１回分）

変更なし２,８００円/１人（２回分）
老人クラブ会員に、
朝霧温泉ゆらら入館
料の助成券を交付

朝霧温泉ゆらら
の入館料金助成

環境衛生課
衛生係
（��０２５９）

１万３,０００円以内/１基
（１世帯１基まで）

変更なし

電気式で乾燥等により生
ごみを減量化する機器
１万５,０００円以内/１基
（１世帯１基まで）

市内に住所があり居
住している世帯主
で、市内に機器を設
置し適切な管理がで
きる人

生ごみ処理機購
入費補助金

農林課
農政係
（��０２２３）

対象事業費の
２分の１以内

ピオーネ棚：
補助対象事
業費の拡大
その他：変更
なし

ピオーネ棚等：対象事業
費の３分の２以内
生産出荷設備・機械等：
対象事業費の２分の１以
内　

ピオーネ棚・生産出
荷設備・機械等の整
備

生産拡大・安
定化対策、省
力化・品質向
上対策

地
域
特
産
作
物
生
産
団
地
育
成
事
業
費
補
助
金

対象事業費の
４分の３以内

変更なし

消費宣伝・販路拡大PR：
対象事業費の４分の３
以内
労働支援システムの整
備：対象事業費の１０分の
６以内　

消費宣伝・販路拡大
ＰＲ・労働支援シス
テムの整備

消費宣伝・
販路拡大対
策、組織力
強化対策

◆補助金等の改定(平成19年４月1日施行)


